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はじめに 

 
  教育委員会の責任を明確にするため、平成１９年６月に「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成２０年度から、教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議会に提出するととも

に、公表することが義務付けられました。 

この報告書は、同法の規定に基づき、忠岡町教育委員会に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行った結果を、教育に関し学

識経験を有する者の意見を付して報告するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に

委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 



   

目   次 

Ⅰ 忠岡町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書 

 １．目的 ・・・・・  1 

 ２．点検・評価の方法 ・・・・・  1 

 ３．外部評価委員（学識経験者）の知見活用 ・・・・・  2 

Ⅱ 忠岡町教育委員会の教育行政・教育財政   

 １．教育行政 ・・・・・  3 

 ２．教育財政 ・・・・・  7 

Ⅲ 事務事業評価シート   

 １．令和６年度事務事業評価シート一覧（通常事業） ・・・・・  8 

    〃（物価高騰対応地方創生臨時交付金関連事業） ・・・・・  8 

 ２．個別シート ・・・・・ 9 

 ３．評価委員の意見（外部評価） ・・・・・ 27 

【資料編】   

 ・忠岡町教育大綱 ・・・・・ 資料 1 

 ・忠岡町教育基本方針（令和7年度学校園における指導の方針） ・・・・・ 資料 2 

 ・教育委員会の組織と事務局（令和7年４月１日現在） ・・・・・ 資料15 

 ・教育委員会事務局事務分掌 ・・・・・ 資料15 

 ・忠岡町教育委員会事務の管理及び執行の状況に関する点検

及び評価のための教育委員会評価委員設置要綱 

 

・・・・・ 

 

資料18 

 ・忠岡町教育委員会事務事業点検・評価実施要領 ・・・・・ 資料19 

 


